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お客様各位 

 
いわて県北クリーン株式会社 

代表取締役 生藤 勇  
 

熱回収施設設置者認定について 

 
当社施設は、2009 年 4 月に環境大臣から「廃棄物処理センター」として指定され、岩手県

内を中心として排出された廃棄物の適正処理を行いながら、焼却廃熱を利用した熱回収に
努めてまいりました。 

その実績を踏まえ、以前より申請していた熱回収施設設置者認定について、2023 年 9 月
に「熱回収施設設置者」として認定されました。 

これにより、品目を問わずに廃棄物をサーマルリサイクルの燃料目的として圏域（青森県
及び秋田県）以外から搬入が可能（県外産業廃棄物事前協議は必要）となりました。 
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